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中小会社の外部会計情報の提供について

堂野崎融*

Disclosure of external accounting information by smaller entities. 

Tooru Doonosaki * 

In this paper，the applicable entities for accounting and reporting standards， standards of. 

accounting method， reporting standards， and auditing forsmaller entities are considered. And 

also， accounting and reporting standards for smaller entities in the United States and United 

Kingdom are considered， where the. applicable entities for accounting and reporting standards， 

standards of accounting method， reporting standards， and auditing are considered. 

In this paper， the author proposes a uniformity of the applicable entities for accounting and 

reporting standards， standards of accounting method， reporting standards， and auditing for smaller 

entities. And moreover， he proposes a new accounting system for smaller entities on the basis of 

management accounting system. 
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序 論

我が国には，法人企業形態を取っているものが

約 266万社あり，なかでも株式会社の形態を取っ

ている企業は，表 lにもあるように約九万社あ

る.この中で I株式会社の監査等に関する商法

の特例に関する法律(以下，商法特例法という)J

において規定されている分類方法により，中i 小

会社を区別できる.その数は，株式会社全体の約

96 %以上を占めている.大・中・小会社の分類は，

商法特例法の規定によると，資本金 5億円以上又

は負債合計額が 200億円以上の会社を大会社，資

本金 l億円以下の会社が小会社というものであ

る.また商法特例法では，大会社，小会社の聞に

挟まれる資本金 1億円超 5億円未満の会社が中会

社と考えられる.この規定に照らして会社数を見

てみると，大会社が約 7千社であり，中会社が約

l万5千社で，小会社が約 71万社ということにな

る.

つまり，日本経済を支える多くが中小会社によ

ると言えるであろう.

本論文では，株式を公開していない，商法で言う

ところの閉鎖会社である中小会社に焦点をしぼ

り，そこでの会計に関する基準について検討して

みたい.

先にも述べたが，日本には約 72万社もの中小

会社が存在する.その中小会社の制度，特に中小

会社に対する会計基準について報告書が作成され

た.それは，経済産業省中小企業庁における「中

小企業の会計に関する研究会J1)において，また，

日本税理士連合会に付設された「中小会社会計基

準研究会IIにおいて，更に，日本公認会計士協会

の「会計制度委員会」において検討がなされ，そ

れぞ、れが中小会社に対する会計基準に関する報告
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表 1 資本金階級別企業数

総 数 株式会社 有限会社

企業数 構成比 企業数 構成比 企業数 構成比

300万円未満 16，621 1. 03略 48 0.01略 987 o. 12出

300 "" 500万円未満 586，546 36.26弘 288 0.04弘 583.439 68.64出

500 "" 1，000 205，683 12. 72明 345 0.05判 202， 763 23.85覧

lJ)O~ ""_3， 0j)0 673，041 41. 61出 613，448 82.40出 57，837 6.80拡

3，000 "" 5，000 68，645 4.24弘 64，477 8.66目 3，941 0.46弘

5，000 "" l億円未満 36，971 2.29出 36，019 4. 84覧 898 0.11百

1 "" 3 15， 455 0.96協 15，294 2.05出 153 0.02目

3"" 10 8，495 0.53拡 8，468 1. 14拡 25 0.00弘

10 "" 50 4，039 0.25首 4，028 0.54拡 10 0.00覧
50億円以上 2， 104 0.13判 2，091 O. 28目 1 0.00見

計 1，617，600 100.00拡 744，506 100.00判 850，054 100.00弘

総務省統計局統計センター調べ(平成 13年)

筆者注:企業産業(中分類)，資本金階級(10区分)，外国資本比率(5区分)，経営組織(3区分)別企業数一全国(ー

部抜粋・改編)合名・合資・相互会社を除いているため，総数が合わない.

また，株式会社で資本金 1000万円以下の会社は，商法附則(平成2年法律第 64号)の第5条により，この法

律を施行後に成立した会社は5年間，この法律が適用されず，また，第6条により解散とみなされても，第6条2項

により， 3年以内に限り，株主総会の決議により継続が可能となっている.

書を公表している.そのような中，私自身もベン

チャービジネスに関心を持ち，そして会計処理に

実際に携わってみて，現状でよいのかという疑問

を持ったのである.

中小会社においては，事実様々な問題が山積み

となっている.その中でも，中小会社内における

会計に関する考え方の希薄さが問題となるであろ

う.基本的に閉鎖会社においては身内(親族，知

人，友人，よくてメインバンクとしている銀行)

から資金調達を行っているため，外部に対する情

報提供を行う必要性があまりなく，外部に対する

情報提供を行うという認識をあまり持っていない

ということにある.また，外部に情報提供を行う

必要性があまりなかったために，中小会社の会計

実務は一般的に税務のみを念頭に置いて行われて

きた.これは古い体質と言わざるをえないであろ

う.こうした体質を改善し，より多くのビジネス

チャンスを掴むような経営を行うために，中小会

社はこれまでの考え方を変えなければならなく

なってきているのは確かである.そのための方策

のーっとして，会計情報の提供の必要性があげら

れよう.

しかし，会計情報提供における前提条件とし

て，その会計情報が「会社の財産及び損益の状況

を正しく表示している」ことが必要である.その

保証として必要なのが監査である.

商法において外部監査を義務付けているのは，

商法特例法第 2条において，監査役の監査の他に

も会計監査人の監査を受けなければならないと規

定されているのは，大会社とみなし大会社だけで

あり，それ以外の会社は監査役監査のみでよいと

されているー大会社においては，監査人(商法特

例法第 4条)が監査を行っているので，信頼性は

保証されている.しかし，中小会社においては，

要求されてはいない.これは，中小会社が貸借対

照表及び損益計算書を何らかの形で公表したとし

ても，その意義が半減されてしまう.そこで，本

論文において，現状ではどのようになっている

か，それをどのように改善したらいいのかという

ことについて検討したいと思う.

なお，本論文では，中小会社についての定義は

次のとおりである.中小会社は，商法特例法で言

う小会社及び中会社で、ある.



堂野崎融 73 

第一章制度の現状

第一章においては制度の現状として，企業会計

原則，商法，証券取引法(以下，証取法という)

がどのような会社を主たる対象としてきたのか検

討してみたいと思う.

まず「企業会計原則」は，その前文においても

明らかなように，大企業を前提とした会計制度の

改善統一を指向して作成されたものである.また

それは，公認会計士の監査の際の基準としての性

格を持っている.つまり企業会計原則は，株式を

公開している大企業を指向していると言える.

次に，商法であるが，商法改正の多くは，商法

特例法の小会社に関する規定を除いて，大会社を

対象にして行われてきたし 「株式会社らしい株

式会社」という用語もあって大会社を前提として

考えられてきた.これらの事実は，商法は大会社

を指向し，中小会社は有限会社法によって対応さ

れていると考えられよう.その事実を反映して，

昭和 56年において「大小(公開・非公開)会社区

分立法及び合併に関する問題点(以下 r大小会社

区分立法の問題点」という)Jが公表された.

最後に，証取法は，第一条の目的においても明

らかなように，投資家保護の目的をもった制度で

あり，専ら，株式上場会社を対象にした法制にほ

かならない.

これまでみてきたように，現状はいずれの法

律，規則，原則をみても，主たる対象を大会社と

していると思われる.このことは，日本企業の約

96 %も占めている中小会社のことを考慮している

とは思えない.日本における主要企業が中小会社

であるから，現在の制度を改正し，もしくは新た

に作りなおすことが必要なのではないだろうか.

第二章 中小会社会計基準

第一節わが国の中小会社会計基準

わが国には，中小会社の会計に関して，現在，

3つの基準が存在する.それは中小企業庁が，

「中小企業の会計に関する研究会」による r中小

企業の会計に関する研究会報告書J(以下，中小

企業庁基準という)が一つ.これを基に，日本税

理士会連合会が「中小会社会計基準研究会Jを設

置 r中小会社会計基準研究報告書」が作成され，

パブリックコメントが求められた後 r中小会社

会計基準J(以下，税理士会基準)を公表したのが

二つ目.また日本公認会計士協会は r中小会社

の会計のあり方に関する研究報告J(以下，会計

士協会基準という)が三つ目である.

中小企業庁基準は「中小企業が計算書類を作成

するに当たり，中小企業にとって不明確さを解消

するため，また，中小企業が取引先や金融機関か

ら信頼を得られるようにするために，会計の望ま

しいあり方を検討する必要があるJ3) としており，

中小企業の会計について検討されている.

また，前文においてゴーイング・コンサーンと

して継続している中小企業を巡る環境(金融機

関，取引構造等)の変化を挙げ r需要の停滞」

「資金調達の困難Jが中小企業の問題点として強く

認識されていると言い，中小企業に積極的な経営

革新や第二創業が必要であると述べている.この

経営革新を具体的に言えば，経営状態の積極的な

開示により，信頼を確保することで資金調達の困

難という問題が解決され，第二創業を行うことで

需要の停滞の問題が解決できるのではないかとし

ている.

税理士会基準は，前文において，会社の利益計

算に用いられる法規である証取法及び関連緒則と

商法及び関連緒則をあげ，まだ，法人税法上の所

得計算規定が商法上の利益計算に影響を及ぼすこ

とがあるため，法人税法上の所得計算規定と税務

通達も会計処理の法規として考慮する必要がある

と述べている.更に，証取法の適用を受けない中

小会社に証取法の会計基準を強制させることは中

小企業に過大な負担を強いることになり，結果と

して経営を阻害するのではないかという危倶も述

べている.そこで，中小会社に即した内容の会計

基準を作成しなくてはならないとして，中小会社

会計基準を作成したのである.その中小会社会計

基準の目的を以下に挙げる.
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「中小会社の実態を明らかにし，、かつ，会桂債

権者や取引先をはじめとする計算書類の利用者に

とって必要な十分な情報開示を行うことを目的と

し，商法J:の計算書類を作成するに際して準拠す

べき事項を定めることとするj4) 

、このことからもわかるように，現状では中小会

社の実態や，会社債権者や取引先をはじめとする

計算書類の利用者にとって必要十分な情報開示が

必要なのである.そして，商法上の計算書類を作

成するに際して準拠すべき事項を定めると明記し

てあることから，‘商法上の計算書類を作成するに

際して準拠すべきものが必要となってきているこ

とがわかる.

会計士協会基準は，中小会社の実務には，計算

書類の作成方法は多種多様なものが，混在してお

り，統一されていないため，中小会社の会計のあ

り方を明確にする必要があると前文でいってい

る.また平成 13年の商法改正により，インター

ネットでの公告が可能となヮたことから，不特定

多数の人々に計算書類を閲覧されるのであれば，

その計算書類は統一された会計基準に準拠して作

成されでなければならないとしている.

(適用範囲)

中小企業庁基準，税理士会基準，会計士協会基

準はそれぞ、れ異なった適用範囲を示している.そ

れを検討してみたい.

中小企業庁基準は，商法特例法上の小会社で株

式の公開を当面目指していない会社を対象として

いる.公開会社，商法特例法上の大会社の子会社

は対象外としている.

4 次に税理士会基準は，商法特例法第2条の適用

を受ける会社以外の株式会社を対象としている.

また，運用指針として，有限会社，合名会社，合

資会社等もこの会計基準によることができるとし

て，中小企業全体を視野に入れている.

最後に会計士協会基準は，商法特例法上の中会

社・小会社としている.対象外の中小会社として，

「みなし大会社J; r証券取引法監査の対象となる

中会社j. r公開予定の中小会社j. r公開を予定し

ていないが，商法監査に準ず石監査として任意監

査を受けている会社j. r親会社，関連会社が公開

会社であり，連結の範囲に含まれるため会計監査

が求められる中小会社」としている.つまり，非

公開株式会社でかつ，任意監査を受けていない，

もしくは会計監査を求められていない株式会社に

限定している.

このようにそれぞれ，対象となる会社が違うた

め，現状ではこの対象となる会社の範囲を統一し

ていく作業が必要ではないだろうか.

(会計処理基準)

中小企業庁基準の各論は，会計方針の変更，金

銭債権，貸倒引当金，有価証券，棚卸資産，固定

資産，繰延資産，引当金，退職給与引当金・退職

給付債務，リース取引，費用・収益の計上，経過

勘定項目，税効果会計，キャッシュフロー会計，

注記事項について触れている.

税理士会基準の各論はj 会計処理の選択と変

更，時価の意義，金銭債権貸倒損失・貸倒引当

金，外貨建取引・外貨建資産等の換算，有価証券十

棚卸資産，固定資産，のれん(営業権).繰延資

産，引当金，退職給与引当金・退職給付債務，

リース取引，収益費用の計上，経過勘定，資本

金・剰余金，税効果会計，キャッシュフロー計算

書，注記事項について触れている.

会計士協会基準の各論は，売掛債権等，金融商

品等，棚卸資産，経過勘定項目，有形固定資産，

ソフトウェア，税効果会計，繰延資産，引当金，

退職給付債務，ヘッジ取引，リース取引，外貨建

取引，後発事象について触れている.

各基準には，それぞれ，一定めていない項目が存

在する.その定めのない項目に関しては，各基準

ともに，一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠することを述べている.

しかし，概ね，中小企業庁基準はその基準制定

に商法を，税理士会基準は，法人税法(取扱通達

を含む)を，会計士協会基準は企業会計原則及び

諸会計基準を主眼としているように思われる.用

いられている用語がそれそれの基準において多少

異なるため，こ ζでは便宜上次の表のように統一

し，大きな違いのあるものについて検討を加えた
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表 2 統一用語

本論文で統一して用いる用語 中小企業庁基準 税理士会基準 会計士協会基準

会計方針の変更 会計方針の変更 会計処理の選択と変更

時価の意義 時価の意義

金銭債権 金銭債権 金銭債権 売掛債権等

貸倒引当金 貸倒引当金
当金

外貨建取引 外外貨貨建建取資産引等・の換算 外貨建取引、

有価証券 有価証券 有価証券 金融商品等

棚卸資産 棚卸資産 棚卸資産 棚卸資産

固定資産 固定資産 固定資産 有形固定資産

のれん(営業権) のれん(営業権)

繰延資産 繰延資産 繰延資産
繰延資産
ソフトウェア

引当金 引当金 引当金 引当金

退職給与引当金・退職給付債務 |退退職職給給与付債引務当金 退退職職給給与付債引務当金・ 退職給付債務

リース取事| リース取引 リース取ヲ| リース取事|

ヘッジ取引 ヘツジ取引

費用・収益の計上 費用・収益の計上 収益費用の計上

経過勘定項目 経過勘定項目 経過勘定 経過勘定項目

資本金・剰余金 資本金・剰余金

税効果会計 税効果会計 税効果会計 税効果会計

キャッシュフロー計算書 キャッシュフロー計算書 キャッシュフロー計算書

後発事象 後発事象

注記事項 注記事項 注記事項

筆者注:先にあげた会計士協会基準の列記と順番が違うのは，統一して用いる用語にあったものに合わせてい

るためである.

い.

大きな違いがあるものとして次の項目が挙げら

れる.

1. .繰延資産

2. 引当金

3. 退職給与引当金・退職給付債務

これらを検討してみたい.

1.繰延資産

繰延資産は，商法上，創立費，開業準備費，試

験研究費・開発費，新株発行費，社債発行費，社

債発行差金，及び、建設利息に限って認められてい

る.中小企業庁基準と税理士会基準は，これら 7

つを繰延資産と計上できるとしているが，会計士

協会基準は，試験研究費・開発費は，研究開発費

として発生時に費用処理することとしている.

しかし，例外として中小企業庁基準は，試験研

究費・開発費を繰延資産に計上せず，研究開発費

として費用処理することも認めているし，会計士

協会基準は， r研究開発費は，発生時に費用処理

することが望ましいが，商法施行規則(第 37条)

に従って繰延資産として貸借対照表に計上するこ

とができるJ5)としている.

各基準ともに，そのほかにも税法上の繰延資産

は長期前払費用として計上することをあげている.

中小会社においてもっとも必要な情報は，債権

者の立場から見れば，その債権の担保となる会社

の財産状態である.そのことを踏まえると繰延資

産は，本来，費用の'性質を持った支出で，期間損

益計算の必要上当期の費用から除外されて，経過

的に資産として処理されたもので実際的資産価値

はない.
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しかし，現在，公表されている各基準はその繰

延資産計上において一致を見せていない.

2.引当金

企業会計原則注解 18に従い，各基準ともに，

将来発生する可能性の高い費用又は損失であっ

て，その発生が当期以前の事象に起因し，発生の

可能性が高く，かつ，その金額を合理的に見積る

ことができる場合には引当金を計上しなければな

らないとしている.

しかし，中小企業庁基準は，これ以外にも法的

債務性があるものは引当金に計上しなければなら

ないとしている.また，法的債務性のない引当金

についても，重要性の高いものであれば，引当金

として計上することが適当であるとしている.

別に，税理士会基準は，法的債務性のあるもの

については未払費用等として貸借対照表の負債の

部に計上するとしている.

この引当金計上に関しても，各基準は一致を見

せていない.

3.退職給与引当金・退職給付債務

退職給与引当金・退職給付債務についても，各

基準は一致を見せていない.

中小企業庁基準，税理士会基準は将来の追

加拠出の可能性がある退職給付制度を採用してい

る場合j.r追加拠出が生じない制度を採用してい

る場合j. 1退職規定がなく，退職均等の支払に関

する合意も存在しない場合」の三つを上げている.

しかし，会計士協会基準は退職給付に係る会

計基準j 及び「退職給付会計に関する実務指針」

による会計処理を原則としている.しかし，従業

員数 300人未満の会社においては退職給付債務の

簡便的な計算方法を用いることが出来るとしてい

る.その簡便な方法は「退職一時金制度」の場合

と「企業年金制度の場合」と分かれているが，ど

れも，中小企業庁基準と税理士会基準とは異なっ

ている.

以上，現在，わが国で公表されている会計基準

について検討してきたが，まだ問題は残ってい

る.会計士協会基準は「適正な計算書類を作成す

る上で基礎となる会計基準は，会社の規模には関

係なく，あくまで一つであるべきであるが，中小

会社の特性を考慮して，その適用方法に簡便法等

を認めるj (以下，シングルスタンダードという)

というスタンスを取っている 6)のに対して，明言

はされていないが，中小企業庁基準，税理士会基

準は「会社の規模等により会計基準を別個に設定

する必要があるj(以下，ダブルスタンダードとい

う)というスタンスに立っていると思われる.こ

の根本的な違いが大きな問題である.

シングルえタンダード 7)とダブルスタンダード 8)

を比較すると，中小会社に即したものを作成する

場合，ダブルスタンダードの方がより即したもの

が作成できるというのは明白であると思われる.

(開示基準)

税理士会基準は貸借対照表と注記事項以外のひ

な型を掲載していないが，会計士協会基準は，

「中小会社が自発的に計算書類のディスクロー

ジャーをより充実させる場合の参考に供する目的

で，各種開示関係書類の記載例やひな型を掲載J

している.このひな型は，中小会社においても'情

報開示が必要と言う観点から作成されたものであ

り，中小会社の為に大会社のものより簡便に作成

できるようになっている.また，商法 282‘条1項

では貸借対照表，損益計算書，営業報告書及び監

査報告書の電磁的記録を含み五年間公示すること

とし. 283条第 5項では，貸借対照表を 5年間電

磁的方法で公告することと挙げているが，このひ

な型では，付属明細書，注記事項までもひな型と

してあげている.これは先に挙げたリスク判断を

するために非常に有用である.また，中小企業庁

報告書にも商法の規定である貸借対照表だけでは

なく，損益計算書等も掲載するのが望ましいとさ

れている.事実，中小会社に過重な負担を与えな

いように簡便な方法による会計基準を作成するに

当たって，それぞれ，税理士会基準では14.計算

書類の開示」において 「商法上の公告として義務

付けられている範囲以上の情報を積極的に開示す
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ることが望ましい」としているし，会計士協会基

準でも，先ほど挙げたようにひな型を提示してい

るということは，貸借対照表以外の計算書類等も

公告することが望ましいとして考えているといえ

るのではないだろうか.

しかし，現在の制度では計算書類の適正性を確

保できない.なぜなら，わが国では，現在，外部

監査の強制適用を受ける会社は，商法特例法にお

いて大会社とみなし大会社と限定されている.つ

まり，一部の中会社と小会社は外部監査を受けな

くてもよくなっている.

しかし，小会社には会計監査人による監査を強

制せず，監査役に会計監査を任せている.これで

は同族会社の場合，少なからず同族関係者が監査

役となり，特に債権者に対して，計算書類の適正

性についての担保がない.そこで，小会社に対

し，外部「監査J9)を行ってはどうだろうか.それ

により少なからず真実な表示は歪めることを防

ぎ，真実な計算書類が作成されるはずである.

(監査)

この問題に一石を投じたのが，昭和 56年に出

された商法改正案で，その流れの中で提案された

のが外部監査人による監査である.この案は，中

小会社に対しても会計情報を開示するからには監

査が必要ではないかと言った趣旨で提案されたも

のであった.しかし，中小会社に対しては，公認

会計士が行っているのと同等の監査を行うには，

内部統制組織が確立されていない場合が多いし，

費用的にも負担が重い.そこでより簡便な方法で

行う「監査」とか「調査」という案が出された.

その内容は全ての中小会社を公認会計士のみでカ

バーすることは困難であるから，公認会計士以外

の会計専門家が監査にあたってはどうだろうかと

言うものであった.つまり，公認会計士以外の会

計専門家とは税理士のことである.それらの案は

「監査J→「調査j→「指導」と変化していったが，

この一石は大きな波紋を呼んだ.

監査を実際に行っている公認会計士側からは監

査の質を落としてしまう.もしくは，監査の信頼

性が低下してしまうと言う意見が出，税理士側か

らは，現状の公認会計士を雇って監査を行うほど

の余裕が中小会社にはない等といった意見がでた

のである.

現状でもこの問題は解決の兆しを見せていない.

つまり中小会社が会計情報を外部に提供するに当

たって大きな問題点は計算書類の真実性を担保す

る監査の問題は依然，解決されないままにある.

これらの問題点に関して，中小企業庁基準に

は I一般的な小会社として外部監査がないとい

うことも検討の前提とすることが適切である」と

してあるが，他の税理士会基準，会計士協会基準

では，そのことに触れていない.

以上，わが国の中小会社会計基準を見てきた

が，英米にも中小会社向けの会計基準は存在す

る.そちらの方も検討してみたい.

第二節 米英の中小会社会計基準

イギリスでは 1997年に IFinancialReporting 

Standard for Smaller Entities :小規模会社に対する

財務報告基準J(以下，イギリス基準という)を中

小企業の負担軽減の観点から制定されている.こ

のイギリス基準の軽減処置は，会計基準自体の分

量の大幅減(イギリス GAAPが 1600ページに対

し，イギリス基準は 80ページ)である.また，表

示・注記に関しては大幅に簡素化，会計処理の方

法は一部を除いてイギリス GAAPとあまり変わり

ない，そして導入するかどうかは各企業や監査を

行う会計士が判断できるとしている.

また，イギリスでは，イギリス基準は十分に機

能しており，小会社の場合，株式の流動性が極端

に低く，債権者も銀行程度であるから，複雑な会

計処理に従った不必要な情報を含み，企業自体が

理解不十分なものより，イギリス基準を用いて

しっかりしたものを作成したほうがよいとイギリ

スの民間の会計基準設定機関である会計基準委員

会のイギリス基準担当者が述べている川.

アメリカでは， AICPA (アメリカ公認会計士協

会)によって「現金主義又は税法基準による財務

諸表の作成・開示の方法 (Preparingand Reporting 

on. Cash-and Tax-basis Financial Statements) J (以
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下，アメリカ基準という)が作成されている.

これは，もともとアメリカでは，連邦商法・会

社法体系は存在せず，各州が独自に会社法を規定

しているJアメリカの会計基準は，連邦証券取引

法の体系の枠内で発達してきたもので，証券取引

法適用会社に関しては財務会計基準委員会(FASB)

が設定?公表する GAAPに基づいた財務諸表の作

成，会計士監査を受けることが義務付けられてい

る.しかし，証券取引法適用会社以外の会社に闘

しては連邦法レベルでは存在していないため，

もっぱら?債権者や株主などの計算書類を利用者

のニーズにあわせて作成されるのである.そこで

用いている会計基準は様々であり， GAAPに基づ

いたものから OCBOA(Other Comprehensive Basis 

Of Accounting :アメリカ GAAP適用外の会社につ

いての会計基準)と総称される税法主義や現金主

義，修正現金主義に基づくものまである.この

OCBOA.には明示的なルールが存在しなかったた

めに作成されたのが，アメリカ基準である.これ

は計算書類の基礎や慣行と位置付けられているも

のである.

このイギリス基準とアメリカ基準を検討してみ

たい.

(適用範囲)

イギリス基準ではよ売上高280万ポンド(約5億

円)以下，総資産 140万ポンード(約 2億 5千万円)

以下，従業員 50人以下の 3条件のうち， 2つ以上

を満たしている会社を対象会社としている.

アメリカ基準はイギリス基準のような制約条件

はないが r1.報告主体に内外を問わず，財務諸

表利用者が現金主義会計や税法基準による会計処

理に基づく、表示を理解するとともに，自らのニー

ズに有効と考える..2.費用対効果が高い.-.3.報

告主体の事業活動がこの種の表示に適している.J

という一般的条件が満たされるときは常に作成を

検討すべきであるとされている.このように，ア

メリカ基準には対象となる会社の明確な規定はな

いが，間接金融よりも直接金融が発達している米

国においては，利用者のニーズに合わせる方法が

採られているのが実情であるため，明確な規定が

必要ないという面もある.

(会計処理基準)

r イギリス基準の場合， r固定資産とのれんJ，

fリースJ，f流動資産J，.J課税J;. r退職給付J，

「引当金，偶発負債及び偶発資産J，r資本調達J，

「外貨換算J，r後発事象」に関する会計処理基準が

規定されでいる.，

この会計処理基準の内，細分化を行い，ーわが国

のものと単純には比較できないが，わが国のもの

と内容が近しいもので比較してみる.但し， r引

当金，偶発負債及び偶発資産」に関しては r引当

金」と「偶発負債及び偶発資産」にわけで比較し

た.

アメリカ基準の場合，現金主義，一修正現金主

義，税法基準におけるケースパイケースを Q&A

方式で提供しているだけなのでそのまま欄外とし

た.

(開示基準)

イギリス基準の場合，雛型が提示される以前

に r全般的事項 (GeneraOJが存在し，そこでい

くつか，開示における基準が規定されている.ま

ずもっとも重要だと思われるものは「真実かつ公

正な概観(Trueand fairview}Jであろう.この言葉

は，中小企業庁基準において r真実の概観」とい

う用語が用いられていたが，これのもととなる用

語であると思われる.

それ以外にも f会計方針Jr過年度修正Jr真実

かつ公正な概観の優先開示」などの規定が存在す

る;このように全般的な規定が存在じた上で，先

ほどの会計処理基準が存在する.

そこから，先ほど会計処理基準で挙げた項目にも

開示する場合の条件が付されている.つまり，会

計処理基準と開示基準が同時に規定されているの

である.

開示情報は，貸借対照表，損益計算書，総認識利

得・損失計算書，計算書類の注記であるーそれ以

外にも，イギリス基準は(任意開示Jとしτキャッ

シュフロー計算書を挙げている.

アメリカ基準の場合財務諸表の提示方法及

び添付情報に関するガ千ドライン」で開示方法や
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開示情報について言及している.それは現金主

義，修正現金主義及び法人所得税基準の財務諸表

について，それぞれに指定がある.現金主義会計

の場合，必要なのは現金収支報告書である.修正

現金主義及び法人所得税基準の場合，収支計算書

と資産負債計算書である.さらに株主持分勘定の

変化を記した報告書も含まれていなければならな

いとされている.また，アメリカ基準も必要であ

れば，キャッシュフロー計算書も開示することと

している.それ以外にも注記事項として r重要

な会計方針の要約J.r財務諸表に含まれている項

目に関連する情報J. r財務諸表上で具体的に特定

されていない項目に関連する情報」を記載しなけ

ればならないとしている.

(監査)

アメリカ基準をみると，会計基準や開示方法以

外にも，監査報告に関する事項が出てくるし，イ

ギリス会社法(1985)には小会社の監査規定

(247B) も存在する.

表 3 会計基準比較

中小企業庁基準 税理士会基準 会計士協会基準 イギリス基準 アメリカ基準
会計方針の変更 議i-i処の意理義の選択と変事

金銭債権 金量i債権 売掛債権等

貸倒引当金

貸曾外有外倒倒価貨宮損建建藍引券失取当資舎引産害.の極軍 外貨建取引 外貨換算

五盟鑑盟証室主産
金融商1ロ生

I11I1 ~J .J'圭盟主 |棚卸資産

4z』z 
[有減価形償固却定貨産

固定資産 固定資産 有形固定資産
回収可能価額までの評
価損

E十 投機不動産
豆

(J)私企〔童掌握1 その他無形資産とのれん

処 繰延資産 繰延資産
|繰延資産

研究開発
ソフトウエア

l引当金

鵠|退臓島給付債詔務歪

引当金 引当金

理退退職職給給与付債引務当金・ 退職給付債務

リース取ヲ| リース取引 リース取引 リース

基
ヘッジ取引

|費用・収益の計上

!襲撃|経過勘定項目 l経過勘定項目

準|税効果会誌 |説効果ゐ音+
王正ι ilSC.宣言~ 後発事象

注記事項 日主記事項
期請負工事
託F売
t*iき ij度

及び
r::1 件、百開達項目

現修金正現主言1 ド董視法基t

開 貰 T首河照表 ~'JID('J里歪 Eヨ ~'I !!r;;!::m: 目国耳、・照表 貨産買 [計算書

キャッシュフロー計算書 注記事項 損益計算書 損益計算書 現金収支報告書

刀て こがれ望以ま外しにいも開示するの キャッシュフロー計算書営業報告書 総認識利得・損失計算書 収支報告書‘

基 これ以外にも開示する 附属明細書 注記事項
変椋王化を持記分し副た定報の

のが望ましい 告書
準 注記事項

監
なし なし なし あり あり

査
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第三 節 まとめ

これまで，わが国と英米の会計基準を見てきた

がこれらを比較すると表 3のようになる.

第三章結 論

以上，適用範囲，会計処理基準，開示基準およ

び監査問題を検討した結果その問題点が浮き彫

りになったと思う.

(適用範囲)

適用範囲については，中小企業庁基準，税理士

会基準，会計士協会基準それぞれに，適用範囲が

異なる.今後，これらの各基準が統廃合され，収

束していき一本化されることが必要ではないだろ

うか.でなければ，比較可能性が得られない上

に，中小会社は，どれを基準とすべきかを見失

い，結局，中小会社のための会計基準が定着ーしな

いということが起こるであろう.

現状では，中小会社・中小企業を定義している

法律は二つ存在している.それは商法特例法と中

小企業基本法である.商法特例法は資本金によっ

て中小会社を定義しており，中小企業基本法は資

本金額，従業員数，業種によって規定することで

中小企業を定義している.

中小企業基本法はイギリス基準の適用範囲に近

く，より正確に中小会社を区分できるようになっ

ている.それゆえ，今後は，中小会社を定義する

には中小企業基本法もしくはイギリス基準を前提

に，検討してみたい.

(会計処理基準)

中小会社は，ある程度の規模にならなければ，

内部向け会計情報と外部向け会計情報の区別がつ

そこで，中小会社の会計基準としては，管理会

計と財務会計の枠組みを取り払いi管理会計と財

務会計を統合させた会計基準を作成するのはどう

だろうかという提案をしたい.

管理会計には，計画会計と統制会計がある.また

意思決定会計と業績管理会計という分け方もあ

る.

中小会社の財務会計に管理会計的要素を盛り込

むことにより，通常，内部向け，外部向けと区別

している会計情報を一元的に把握し，中小会社に

とってのより有用な会計システムを構築できるよ

うになると考えるのである.このような会計シス

テムを設けることができれば，一つの会計情報が

対外的にも，また，経営目的にも使えるのであ

る.

今後，財務会計と管理会計をベースにした，新

しい会計システムを模索していきたいと思ってい

る.

(開示基準)

開示基準に関しては，できるだけ多くの種類の

財務諸表・計算書類を開示することが望まれてい

る.そのことを鑑み，諸外国における開示基準を

検討しながら模索していきたい.

(監査)

ー現在，わが国では，中小会社の外部の会計専門

家による監査に関しては，否定的な意見も多い.

中には，中小会社の中で，監査を受けられない会

社は，有限会社もしくは合資会社等に変更するべ

きであるという意見もある.これらのことを鑑

み，外部の会計専門家による監査について更に検

討を進め，諸外国における中小会社監査はどのよ

うになっているのかということも検討しながら考

かない.同族会社の場合 r所有と経営の一致」と えていきたい.

いう図式が成り立つ.所有者は外部の者でない

し，資金提供を受ける銀行と所有者は多くの場

合，密接な関係をもっ.その他には税務署及び税

務会計処理を依頼する税理士しか，その会計情報

を知り得ない.つまり，内部向け会計情報と外部

向け会計情報を区別する意味も必要性もないので

ある.

1)平成 14年 6月発表

2)平成 14年 9月発表

注

3)中小企業庁『中小企業の会計に関する研究会報告

書』平成 14年 6月
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中小企業庁ホームページ参照:http://www.chusho・ 中央経済社

meti.go.jp/ 

4)日本税理士会連合会ホームページ内中小会社会計

基準について参照

http://www.nichizeiren.or.jp/menu.html 

5)日本公認会計士協会ホームページ内中小会社の会

計のあり方について参照

http://www.jicpa.or.jp/ 

6) r中小会社の会計のあり方に関する研究報告」の「本

研究報告の基本的な考え方」に明記されている.

7)これは「普遍性概念」ともいう

8)これは「基本的スケジュール論Jともいう

9)監査に括弧を付しているのは昭和 56年に提案され

た大小会社区分立法の問題点においての表記をそ

のままを用いたからである.また，括弧が付されてい

る理由としては通常の監査と違い，会計帳簿の記載

漏れ又は不実記載並びに貸借対照表，損益計算書

及び付属明細書の会計帳簿との合致の有無等に限

定された監査であるということを誤認させないため

である.本論文においてもこれより以下，限定された

監査を「監査」という.

10)中小企業庁『中小企業の会計に関する研究会報告

書』平成 14年 6月
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